
第 2号様式 (1)一①

(単体発注 。事後審査五生)

那覇港管姓組合一般競争入札公告第之3号

地方自治法 (昭和22年法律第67号‐)第234条第 1項の規定により、 ‐般航争入札 (以 下「入札」という。)

を次のとおり実施する。

令和6年7月 25口

那郵港管理糾合管理者 工城

1 人札に付する事項

2 入本と参ブJ目資格

次に定める要件をすべて満た と́ている有資格業帝であることり

(1) 業 務 名 令和 6年度那覇港港湾施設点検業務委託

(2) 履 行 場 所 ガL朝港内

那覇港港湾施設における ド般定期点検業務委託及び維持管チ田計画書の更薪等(3) 業  務 ― 内  容

擬約締結日の翌日から令和7年 2月 28日 まで(4) 犠 行 期 間

設 計 金 額 15,533,100円 (税込)(5)

(6) 資 格 審 査 方 法 ※本業務 tま 、競争参ナJll査格の著容を入オと執行後に行 うも事後審査聖

(7) 最 低 舗1眼 価 格

本人札案件は、最低制限価格が設定されているため、最低怖1限価格未満の人札者は

落木と者となることができない。
※「那覇港管理組合が発注する建設T事等t≧標る最低十1i殷価格取扱要領J

(httlDs 1//nahaport.こ p/business/contract/)

(8) 適 用 す る 技 術 者 単 価

※本業務の予定価格は点記に示す設計業務姿託等技術者単価

を適用 して積算 してお り、人札参加者は同半価を適理 して兄

積 りを行い入札すること。

令和6年 7月 設計業窮
萎託等子立術者単価

米業務は、議会の議決に句
ト
ナベき契約及び財産の収得Xは処分

に関する条

'1第

2条の規芝に基づき、議会の同意の議浣を要す

るため、落札決定後は仮契約を締結 t.フ 、議会の回意の議決を経
て適知したときに本契約となる。

議会議決

準備手続き
(予算成立講)

本手続きは、次年度当初 (補正)予算成立を前提とした年度謝

始 (予算成立)前からの準備手続きで及)り 、予算成立後に義力
を生じる事業である。礼つて、議会において当初 (補正)予算

案が否決された場合は、契約を締結 tャないiま た、次年度当初
(補正)予算成立後においても、固庫:支出金に係る交付申講等

の手続きの関係 ti、 入札を延理する場合がある。

準備手続き

(交付決定説)

本手続きtま 、国廊支出金に係る予算使用を前提とした事説準備

手続きであり、交付決定後に効力を生 じる事業である。従つ

て、交付申請等の手続きの関係 と、入札を廷期する場合があ

るd

準備手続き

(繰越承認前)

本手続きは、議会における繰越承認を前提とした事前準備手続

きであり、議会承認後に鋤ノlを生 じる事業
化
でみる。従,て、議

会において本業務に係心千算の繰越承認が否★さ漁,た場合は、

入札を延期又ユま中止することがある。また、予算の繰魃承認後

においても、螂車:支 出金tこ係ろ繰越 (翌債)手続きの関係上、
入札を延期する場合がある。

本業務とま、1償務集担行為に係る契約の特則の適用を受ける業務
である。

(9)

そ の 他 適 用 の あ る

法 令 、 制 度 .等

(※本案件は、右表のう
ち、③印を付した制度等の

適用があるご)    .

債務負IH布チ為業務

(1)1業 種 区 分 土木関係 ヨンサルタン ト

那覇港管理林層合の測量 `建設ヨンサルタント等業登録業
帝名簿とこおいて、左記の登録を有する{)の。②確員醤権幕等幹 令和6'7年度

(3):葺  1祭  業 種 港湾及び室湛



(4) 地方 白治法施行今第167条の4の規定に該当し傘い者であること→

(5) 入札 劇から当該委託の落札決定 日までの問において、那覇港管理組合の指名停「L措置を受け
‐
ていないこと.

(6)
会社吏生法に基づき更生手続き開始の中立てがなさオ1,ている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の中立

てがなされている者 (手続主開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている者を除く.)ではないこと.

(7う
警塞当局から、黒力M員が実質的に経営を文聾こする建設業者叉ほこま,に準ずるものとして、那覇港管理組合発

注工事等からの書除要請が澄)り 、当該状況が継続 している者でないこと
「

(a)

入札に参力‖とンようとする者の間に以 ドの基準のいず瀬ノかに該当する鶉係がゑいこと。

なお、以下の関係がある場合に、辞i量する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、那覇港管建紹含競争

契約人本と心得第 3条第 2項の規定に抵触するものではない、

ラ
′

資本覇係                      !
次のいずれかに該当する二者の場合G

(a)子 会社等 (会社法 (平成 17午法律第86号)嘉 E条第 3号の Eに規定する子会社等をいう.以下爾じ.

と繊会社等 (阿条毎 4号の 2に規定する朝会社等をい う。以 ド再じゥ)の 関係にある場合

(b)規会社等をi司 じくする子会社等翼上の関係にある場合

イ 入備関係
次のいずオ1,か ,こ該当する二者の場合っただし、 (a,ここついて|ま 、会社等 (会社法施行規則 (平成18年族務

省令第12号)第 2条第 3項第 2号ζこ規定する会社等をいうぃ以下測じ.)の一方が民事再生法 (平成11年

法律第225号)第 2条第 4尋^に 規定する再生手続が存続中の会社等又な更生会社 (会社更生法 (平成14年

法律嘉151号〕第班条第 7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。

(a)^方 の会社等の役員 (会社族施行規貝1第 2条第 3項第 3み tと規定する役員のうち、次に掲げる帝を

いうa以下目じa)が 、他方lアう会社等の役員を現ここ兼ねている場合

1)株式会社の取締役。ただし、次ここ謁げる帝を除くど

の会社法第2条第11号霊}2に規定する監査等委員会設置会社にお ずる聴査等委員で沈)る取締役

②会社法算 2条弟12馨 ^と こ規定する指名委員会等設置会社におづ心取締殺

○会社法第 2条第15号に規定する社外取締役

④会社法第348条第 1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないことと

されている取締役

2)会社法弟402条 に規態する指名姿員会等設雄会社の執FF投        |
3)会社法第675条第二項に規定する持分会社 (合名会社、合資会社又難合闘会社をいう。)の社長
, (同法第590条第 1項に規定する定款に別段の定めがある歩合tこ より業務を執行とないこととされ

てしヽる社員を除くぅ) 。

4)組合の理事

5,そ の他業務を執行する者であって、 1)か ら4)ま で1こ掲げる音に準ずる者

(b)本方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法常64条第9項叉は会社更生法第67条第 1攻の規定とこ

より選任された管購入 (以 下単に管剥人という。)を現に栄ねている場合          、

(c)一方の会社等の管則人が、他方の会社等の管員」入を現に栄ねている場合

ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

組合(共 同企業体を含妙3)と その構成員が同 |の 人札に参加 している場合その他上記ア又はイと同祝

こ/う る資本関係叉:i人酌関係があると講められる場合。

(9〕 地 域 要 件
那朝市、浦添市、糸満市、勢見城市、南城市t南風原町、人重瀬 lT、 与那原 lT、 宜野湾

市、7耳原厨▼
Ⅲ
為に本店があるこユ̂

(10)

業
務
実
績

対 象 期 間
由 平成26年4月 1日 左記舎期間ぬに 下記の寸象業務を諦負い、先成・引波しが

え丁と́/た業務実績を有すること。圭  今和6年 8月 8用

対 象 委 託 (■本)港湾及び空港

考備 国又燃地方公美団体が発注する港湾施設点検に関する業務

(11)

配
置

予
定
技
術
者

考備

次に掲げる要件を満たす管理技術者を当該業務に配隠するこたができることっ

ア〕下記の資格のい''点オ1′かを有すること。
a,技術十
。建設部門 (鋼構造及びコンクリー トゝ 叉は港湾及な空港)、

`総合技術毯翠¬
`間

(建設韓競構造及びコンクジー ト、又は港湾及び空港)

b,黄CCM(鋼構造及tド ヨンクリー ト＼叉:k港湾及び察港 )

イ 直接的かつ恒常的な濯用関係 (入札 日前に3か月以 上の足用関係,んミぁることc

※詳細については、特記仕様書を確認することa

(12) 燕 抜 け 案 件

以 ドの業務を藩札 t/た 者は、本業務の落札者となることはできないと

・該半無 し

つ /食



墓 設計園誉等の配狛r、 費閣及び回答

4 資驀確認 申請普等の提出

5 人札手続き等

設 計 国 壽 等 の 配 布

報 関 臼 令兼6年 7月 2る 日 (本 ) 至 令和6年 3月 8瞬  〔木)

配 布 方 法 ガh覇港管理組合ホーム八―ジにて競布するど (hitpSイ/nahaportヵ r)

配 市 場 所 。

問 い 合 式と :先

ガh薪 蔽通章田
1‐ 2呑 1号  3贈

那覇港舌巡細^合 総務部 総務課 財務班

亀補 093-36S-2578

質 問 ・ 口 密 期 間 等

(1)´入札・契約 手

続 に関 す るこ と

那覇市通圭町 2番 1号  3増
那撃港管理組合 総務部 総務課 貯務班

属三言語  098-863-2573      FfAX  093-363-之 629

(2)上 記 (1)以 外
に 関 す る こ と

那翡市過輩町 2吾 1零^2鮒

那霜港管理糸景合 総務部 管理課

電話 09386歩232S

提 出 期 間
萄 令和6年 7月 全る日 (木)  ～  埜 令和6年 3月 6癬  (大 ,

上記碁:関の上 籐及び税 日を除く毎 層、 9時かと,17H寺 までど

提 出 場 所 I嶺壷と(1)に 1言|じ。

提 出 方 法 電送 金ux叉 !政 メール (ch三 十1°tttatOa30nahaport.jp))叉 厳!音参

回 密  方  法
那覇港管理組合ホージ、ペーデ (:ittp息 :〃nahaport_jp/)及び i上 記 (1'に

お▼ヽて、以 下の聾瑚、閲覧に供するc

回 答 期 関
郎答 騨から  令不「6午 3月 8日 (本,  まで

上記彗鵡の十日及び祝 日を除く慰 日、 9時から17時寸こでc

資 格 確 認 申 譜 書

本競争の参韓冷望章 |ま 、次の暮類を報眼内に提出すること。

なお、期限まで :二提静iが ない場合、本競争に参力「
-0~る ことどができないc

提 出 書 類
O工般競争入札参力H資務確認申議書 (第 3サ様式)

②退信用封角 (入札結果通舞用(34判 切手貼付
')

提 出 報 間
当 令和6写 7月 25日 (本 ) 至 令和6年 8月 3日 (=)

上記期間の土 口及び机 爛を除く毎 籐、 9時から,6時 まで与

提 出 場 所

ぷ幸再∫通監「 1‐ 2香 1サ  患踏

郵覇港管理紳^合 総務部 総務課 財務班

電話 09併868-2573

提 出 方 法 持参又触郵送 (一般書留 もしくは編易書留)

提  出 部 数 1:音隔

入  札  期  日

入  札  方 法

ホ業務は、紙入札により実施するら
入札書等 ti、 あらかじめ指定する日に阻連さ津1′ るように (「配連 日指

垂季哲七士:。 持参尊喜亀蓋穫掌学と電盈言嘉比身採∫
ド
塞窺留李ぢ!こ

より察;

提 出 書 類
e´入札普

②業務費内訳普

令不ョ6年 8月 13翠  (火 )

定

瞬

柄
札

達

入

肥

く

宛 先

〒9000035  郎薪市通常口
1・ 2-恭 1号

淋窮港管理組合 総務引; 総務諜 財務班

電話番 号 0933S8-2578

落札股定にあたつては、入|し書に記載された金額に当該4顎の100分 lア
｀

10に撫当する額を力‖算とフた金額 (当 該金額に1円 未満つ端散があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額)を もつて落本と価格とするので、入

札者はt消費税及び地方消費税に孫る諜税事業若で鹿)る か免机事業者で

あるかと閣わず、見積もつた契約希望金額のH()分 みと90に相当する金額
を′入札書 :こ記載すること。

載

額

記こ
金

き

る

士
↑入

す

3/6



る
項

サ開
事

一に
工思

入
注

ア 入札書のくとうの数宇 (任意の数字 3桁 )tま、同額くじ抽選が発 4i tッ

た場合に使用するため、必ず記入することc

イ 配建指定 磨以外の 日に届いた人札書及び業務 チヽl訳書は、受理 しな

い 。

ウ 人札幕の 日付は、開本と日を記 入することr,

書

出
訳帥

提

務業

の

ア 第11J瑠 の入本とt二 際 t_´ 、入札書tこ記載される入札金額に対応 t_′ た業務

費内訳書 (様式白当)を提出するこれ゙
イ 業務費内訳書ここは、作成年月騨、項謝、員数、半l1ll及 び金額を明ら

かに tン 、商零・又は名称予びに住所を記載することっ
ウ 業務贄内献書に厳、代表者尊を押E「することc

工 倍'理者 (こ 才4/ら のなの構勁者を含な。)は、提出された業務費内訳
書について説明を求めることがある,

木公告に示 した競争参加資格のない者の こ′た入札、資格確認中騰書等に虚偽の記載をモマフ々

者の した人札及び入本とここ爛する条件 iこ 連反 した入札は、無効 とするど
入  札  の  無

費格確認申請書の提Ⅲ色後、都合 ,■ より入札を辞選する場合は、開札 日時iでに入 と́華逮用

を提麟→することc

また、落札決定まで,〉 贈とに他の業務を落札 したことにより配世予定技術者を本業務に配世

ることができなくなったなきは、直ちこと尋告すること.当該報告がなく、本入札の手続き

藩札決定■で至つた場合、指名停止措置要額に基づ く指名停上を行 うことがある。

札 の 辞 選

ア 落札候補者がいない場合は瑚札後直ちに再度入札を行 うので、暮度入札 tこ も参加する

捗合は、朔札時点から立ち会 うこと。初度の開札時に立ち会わない参力博者は再度八

札を辞退 したも,)と みなし、喜夏入札今
'ユ

参力日を認めない。

イ 代理人が入本とする場合は、入本しを打 う殊 tこ 姿任状及 tド 内己の「ド館を持参すること。

フ 姿任状に基、業務名を記入することc

工 再度ノ、本と参力輝者又は莉:度入本と参舜者の代理人は、当該入札に対する他の再皮人札参

加者の代選をすることlkで きないぅ
オ 再皮人札は、 1司のみ とする。

の

6  レ穏本と

本L     国     隠手
|

令不「6年 8月 14旧  (水) 10100 ※入札誉の癬付

ガド窃港管理組介 2踏大会議室

※入́札者 |ま 、開札に立ち会 うことができる (再 入́本とtこ参加
―
する場合とな、閉札日寺点から

立ち会 うこと)。

関   IL   i場 口
)ll

7 資オ各確認資料 Fプ)提 l鶴 と競争参力‖資格の審査

落 札 候 補 者 の 選 定
及 び 事 後 審 査 の 実 施

調本と後、落札者の決定を保留し、予定穫格の範班内で冶効な最低υ)和1格 をもつて人札を

行うた者 (以 下「落札候補者」という。)か ら順に競争参カロ資格の審査を行多.落札候補者
ti、 妻殴載でに資格確認申諦書等を提出とンない場合、競争参方に安1各がないものとする。

なお、落札候補者は 上位からl際 に 3者 (と位の者と同額の者が複数いる場合 ,ま この限りで

はないど)を決定し査碁確認資料を求めるが、適格者が爺謡できた時点で、次順r立以降の音
α)競争参力旧資格の審査は行わないものとする。

通   却   翔 令和6年 8月 14瀾 (水)17100 故で(予定)に対象業者あて逓知するこ

提 出 期 限 令承16年 3月 16日 (金)1510o まで

提 出 書 娠

O配置予定技術者の資格等 (様式 k)

②業務実績 (様式 2)

○ 資格確認中請書 (第 3号様式)ω資格確認の各項峯に記較とンた必要:き類

提  出 部  数 上部

提 出 方 法 原愛1、 1寺参

提   出   先

〒9900035  那覇市通生町 2番 1号

ぷ朝港管理組合 総務引i 総務謀 財務班

電話香号 09886併 2578



競 争 参 加 資 格 の 確 認

競争参竜「資格の権認は、開札後、 ll諦帯年の推どJ製殴の 日をくぅつて打 うものととン、その結

果 ,ま以下の 日までt二書面により通舞1す る。

令燕6年 3月 之0旧 (火 )(予定)

なお、落札候補者 iこついて競争参力陣査格が確認されメ適格考であることが確認できた捗合

黛、落札者共定通簿をも■)て資帯確認結果の通飾に代えるもいとする。

落 札 者 の 決 定 方 法
事後審査の結果、暮札供補者が競争参方E貸格を満たと/て いると確認とンた場合tま 、当該再札

候補士を藩札者とする。また、その締果は、全入本と参力口者に過姉する。

競争参加費格がないと認め

られた者がその理由に対 し

て 不 厳 が あ る 場 合

競争参力旧査格がないと認められた者は、管'理者に対 1夕 て競争参方牌資格がないと認められた

陛由にrつ いて説明を求めることができる.

管理章は説明を求めら浄′たとき:ま 、音情を蜘とン立て期限の翌 翻から起算 とンて 尋日以内 (休

日を除く)に説明を求めた者 t二対 t_′ 、書面により匹答するc

提 出 期 限
競争̂参力H弯格確認結永の通無を行つた療の翌籐から起算 1ク て5日 以内

(体 瞬を除く)と する。

提   出   先 ガh薪港管理社合 総務部 総務諜 拭」務コ|

提  出  力 法
書耐|(様式歯崇)を持参すること志郵送又は屯選 (メ ールやFAX)に よ

るものは受 tナ 小jけ ない.

本  人 札 に 係

資 料 の 取 扱

る
(′

｀

‐/~資格確認中講書等の作成及び挫出に係る費用 t蕉 、撮鰹者の負担 とする。

イ 契約担当者は、提出された資格確認中請書等にfついて、競争参加資幣の確認以外 :こ

提出者に無断で使用 しない。

ウ 提 l十 された資格確認 申請書等 |ま 、返却 しない。
工 提出報張ド1に限 り、安格確認 ll詩書等の修正、連し替え、迫力‖、再提出を認 bア)る 。

オ 提 l士‐期眼をi畳 ぎた場合、資第確認申詰書等 |ま受Ⅲす付けない。
力 査格確認 申議書等の受翠後、書類内容を審査 し、書類の記載縮れや添付漏れ等が

れ)つ た場合:主義争参加資格無しとなり、落|と者 となることはできない。
キ 安格確認申講書等雄虚偽の記載をした場合、指名停止捨世要領 |こ基づく指名停止

を行 うことがある。

8 入札保証金及び契約保証金

札  保  証

入本と保証金の企須等は、現金又は智理者が雑突と認める有価証券等をもって見釉る契為金

額の上OO分の5以 I生 を納付するものとする。ただ t.′ 、次のいずれかとこ該当する場合は、入札保

証金の納付を免除するご
ア 保険会社 との間に統合を綾供険者 をする入札保証保険契紳を締結 したとき¢

ィ 藤 (独立荷破法人含むc)又 患地方公共田体れその種類及び規模を嶽ぼ同じくする契

約を締結 した実績を有 し、これらの うち逓去 2箇年の関 :二族行期限の書ゼ業 と_′ た■以 上◇

契約を全て試実に履行 した者。

なお、次の者は入本とに関する条件に違反 したものとして、その入札を無効とする,

(1)鞘限までに入札保証企の索

'こ

付、若 と/く は紬付に代わる上記ア、イのいず漁′かに係る

書類の提出のない者

(2)入札保証金の金額等が上記の条件に満たない場合

(3'入
=し

保証金等の細付等に係る書数に不捕がみつた場合

主た、 i皮提出さ浄′た人札保証金の納付等の変更はできないものとする。

※ 人札保証金を免除した落札なが契約を結ばない場合、換常賠償金として、人札金額に

消費税及び地方消費税を力旧えた額の100分P5を引
`覇

港管理組合に綿付しな!ナ ればならな
予ヽ c

※イにより入札保証金の免除を受ける場合すま、様式「地方公共団体等契約状況確認」を

提出サ
~る

ことf。

令 f爾 6有=8月 9郵  (金) 17:00 ま で提    出   婢!   限

〒90併0035  那窃市通監町 2朴 1サ

那覇港管理糸耳合 総務部 総務課 財務班

電話器 号 098-868-2578

出 先提

人 札 保 証 金

(現 金 納 付 )

提 出 方 法

ア 「入札保走金納付普発行依頼書」を持参すること

※要事前連絡
イ 紳 含が発行する納入通節善により金融機関で保乱と金を

納付 し、領 H又書 (写)を上記期限までに提出するこ

とぉ
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札保証保険証券ヤ

保証書・地方公共Ⅲ4

体等契約状況確認資

提 出 方 法
持参又は郵送 (配達が寵認できる方法 4こ てと付するこ

と〕

問
間

靭
期

険

証

保

保
湘本と日から2か月と―

l‐ る。

有 価 証 券 等
受入 川時 。受入方法等の調整があるので、事講に L記 1■ 当課まで連絡

することf。

約  保  証 免除 郵 覇港管理系鳳合契約規員と第 4条第 1項第 9号とこよる)

9 そ

落
=と

共定後、テクpヌ 等により配置予定技術者の実績に関する逢反の耳l文等が確認 された

場合、契約を結ばないことがある。

なお、病気・死亡 。退職等の場合でやむを得ないと tン て承認 された場合の外 1■ 、資格確認

中講書等の差替えは謡められない。

石気等の特丹fな理由によりやと「を得ず雌置
工
予定技術者を変更する場合tま 、 2に掲げる基準

を満た とン、かつ当初の躍輩予建技術者 と扇等以上の新を離離とンなけ葦R,ば ならないも

の

置 予 定 技 術

確

契約金額の30%以内

適用あ り
※那覇港管理細合契約規景む第41条の規定凶数の範『井コ司内

金同lJ 払

払   条

子)     とム

本業務に係る契約 tま 、暮札章の決定後、7日 以 ′ヽ
lに締結する。ただし、管理者が特に指示

とンたときはこの限りでとすない。
約 締 結 時

、本業務の業務委託料を変更脇融する場合及び本業務と開運する業務

をホ業務受注者と鼈意契約する場合、変更協議叉は関連する業務の予定価格の算定は、本業
の講久比率 (当初契約額■当初設計額)を変更業務価格また |ま 灘連業務の設計額に乗 じた

で行 うc

負 代 金 等 の 変

本業務の契織締結

人札参力H者は、那季港管理組合競争人札心得、土木設計業務等委託契約書及び4【様書を熟

t/、 これを遵守すること。の 事選 守

札 参 力H 者
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